
 
令 和 ７ 年 ６ 月 ３ 日 

環境省環境再生・資源循環局 

 

令和７年度災害廃棄物対策推進検討会 開催要綱 

 

１．目的 

近年、自然災害が頻発化、激甚化してきており、全国各地で豪雨や地震等により膨大

な災害廃棄物が発生している。 

環境省では、南海トラフ地震や首都直下地震等、東日本大震災以上の規模の自然災害

（以下「大規模災害」という。）に備え、平成 25 年度から平成 27 年度まで「大規模災害

発生時における災害廃棄物対策検討会」を、平成 28 年度から「災害廃棄物対策推進検討

会（以下「検討会」という。）」を開催し、災害廃棄物処理システムの強靱化に関する総

合的な対策の検討を進めてきた。 

本検討会は、過年度の検討成果及び直近の自然災害における対応に基づき、災害廃棄

物対策に関する知見と課題の整理を行うとともに、大規模災害に備えた災害廃棄物対策

の具体化を進めること等を目的として開催する。 

 

２．検討事項 

検討会での検討事項は、次の事項とする。 

① 災害廃棄物処理システムや技術に関する事項 

② 災害時の廃棄物処理を見据えた地域間協調のあり方に関する事項 

③ その他検討会が必要と認める事項 

 

３．検討会の構成 

(1) 検討会は、廃棄物処理、防災等の分野について知見を有する学識経験者から、環境

再生・資源循環局長が委嘱する者をもって構成する。 

(2) 検討会には座長を置く。座長は会議の議事運営に当たる。 

(3) 座長は委員の互選により定める。座長が検討会に出席できない場合は、座長があら

かじめ指名する委員がその職務を代行する。 

(4) 検討会では、必要に応じ、委員以外の知見を有する者から意見を聴取する。 

(5) 検討会には、必要に応じ、学識経験者、自治体及び関連団体関係者等からなるワー

キンググループ等を置く。 

参考資料２ 



 
 

４．事務 

   検討会の事務は、環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官付災害廃棄物

対策室が、請負業者の協力を得て行う。 

 

５．スケジュール 

   計３～４回程度とする。 

 

６．その他 

  検討会は原則公開とする。ただし、ワーキンググループ等を設置した場合、ワーキン

ググループ等は非公開とする。この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要

な事項は座長が定めるものとする。 

 


